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税源移譲前 税源移譲後 

これまで所得税から控除できた住宅ローン控除額が減少 

所得税から控除しきれなかった
住宅ローン控除額を翌年度の住
民税（所得割）から控除します 
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所得税額 

住宅ローン 
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住宅ローン 
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住民税住宅 
ローン控除額 
 

納付する 
住民税額 措

置
 

本
来
納
付
す
べ
き
住
民
税
額
 

税
源
移
譲
と
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
 

　
平
成
十
九
年
か
ら
、
所
得
税
を
減

額
し
、
住
民
税
を
増
額
す
る
こ
と
で
、

国
か
ら
地
方
へ
財
源
を
移
す
税
源
移

譲
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。 

　
住
宅
ロ
ー
ン
を
借
り
入
れ
て
住
宅

を
購
入
さ
れ
た
方
は
、
そ
の
借
り
入

れ
金
額
に
応
じ
て
所
得
税
が
控
除
さ

れ
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
（
住

宅
ロ
ー
ン
控
除
）
と
い
う
制
度
が
あ

り
ま
す
。
 

　
こ
れ
ま
で
、
所
得
税
か
ら
住
宅
ロ

ー
ン
控
除
を
受
け
ら
れ
て
い
た
方
の

う
ち
、
税
源
移
譲
に
よ
る
所
得
税
の

減
少
に
よ
り
、
所
得
税
か
ら
控
除
で

き
る
額
が
減
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
 

 住
民
税
か
ら
も
控
除
さ
れ
ま
す
 

　
平
成
十
一
年
か
ら
十
八
年
ま
で
の

間
に
、
住
宅
を
取
得
し
入
居
さ
れ
、

所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け

て
お
ら
れ
る
方
で
、
所
得
税
の
減
少

に
よ
り
、
所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ

な
か
っ
た
額
が
あ
る
場
合
は
、
控
除

の
申
告
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ

り
翌
年
度
の
住
民
税
（
所
得
割
額
）

か
ら
、
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
額
を

控
除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

※
平
成
十
九
年
以
降
に
入
居
さ
れ
た

　
場
合
は
、
こ
の
制
度
の
適
用
は
あ

　
り
ま
せ
ん
。
 

　
平
成
二
十
年
度
以
降
、
住
民
税
の

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
を
受
け
る

た
め
に
は
、
毎
年
控
除
の
申
告
が
必

要
で
す
。
こ
の
制
度
は
、
平
成
二
十

八
年
度
ま
で
適
用
さ
れ
ま
す
。
 

 今
年
度
は
三
月
十
七
日
ま
で
に
 

　
平
成
十
九
年
分
の
所
得
税
か
ら
控

除
し
き
れ
な
い
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
額
が

発
生
し
た
場
合
、原
則
、平
成
二
十
年

三
月
十
七
日
ま
で
に
、平
成
二
十
年

一
月
一
日
現
在
で
お
住
ま
い
の
市
区

町
村
へ
「
市
県
民
税
　
住
宅
借
入
金

等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
」（
以
下「
控

除
申
告
書
」）を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

　
平
成
十
九
年
分
の
住
宅
ロ
ー
ン
控

除
額
ま
た
は
平
成
十
九
年
所
得
の
税

源
移
譲
前
の
税
率
に
よ
る
所
得
税
額

の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
か
ら
、
税
源

移
譲
後
の
税
率
に
よ
る
所
得
税
額
を

差
し
引
い
た
残
額
が
発
生
し
た
と
き

は
、そ
の
金
額
が
住
民
税
か
ら
減
額

さ
れ
ま
す
。（
計
算
の
結
果
、
ゼ
ロ

や
マ
イ
ナ
ス
の
場
合
は
対
象
に
な
り

ま
せ
ん
。）
 

【
ケ
ー
ス
（１）
】
 

①
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
額
・・・
十
万
円
 

②
税
源
移
譲
前
の
税
率
に
よ
る
所
得

　
税
額
・・・
十
五
万
円（
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
前
） 

③
税
源
移
譲
後
の
税
率
に
よ
る
所
得

　
税
額
・・・
六
万
円（
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
前
） 

計
算
額
 

　
①
と
②
の
う
ち
少
な
い
額
の
十
万

　
円
か
ら
③
の
六
万
円
を
引
い
た
四

　
万
円
が
住
民
税
か
ら
減
額
さ
れ
ま

　
す
。
 

【
ケ
ー
ス
（２）
】
 

①
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
額
・・・
二
十
万
円
 

②
税
源
移
譲
前
の
税
率
に
よ
る
所
得

　
税
額
・・・
十
五
万
円（
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
前
） 

③
税
源
移
譲
後
の
税
率
に
よ
る
所
得

　
税
額
・・・
六
万
円（
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
前
） 

計
算
額
 

　
①
と
②
の
う
ち
少
な
い
額
の
十
五

　
万
円
か
ら
③
の
六
万
円
を
引
い
た

　
九
万
円
が
住
民
税
か
ら
減
額
さ
れ

　
ま
す
。
 

 　
※
年
末
調
整
が
お
済
み
の
給
与
所

　
　
得
者
（
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
ど
）

　
　
で
、
住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控

　
　
除
の
対
象
と
な
る
方
に
つ
い
て

　
　
は
、
平
成
十
九
年
分
の
給
与
所

　
　
得
の
源
泉
徴
収
票
の
摘
要
欄
に

　
　
「
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
可

　
　
能
額
」
が
記
載
さ
れ
ま
す
。
 

　
　
（
住
民
税
所
得
割
額
が
な
い
場

　
　
合
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。） 

 控
除
申
告
書
は
窓
口
セ
ン
タ
ー
で
 

　
控
除
申
告
書
は
、
平
成
二
十
年
一

月
上
旬
に
各
庁
舎
の
窓
口
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
き
ま
す
。
 

　
ま
た
、
加
東
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
の
で
、

併
せ
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
 

 ■
問
い
合
わ
せ
 

　
総
務
部
税
務
課
（
社
庁
舎
）
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・
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控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、 

毎
年
控
除
の
申
告
が
必
要
で
す 

 

住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の 

対
象
と
な
る
場
合 
 

所
得
税
か

所
得
税
か
ら
住
宅

ら
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
引

控
除
を
引
き
き
れ
な
か
っ
た
方
へ
 

〜
控
除
控
除
し
き
れ
き
れ
な
か
な
か
っ
た
額
た
額
は
住
民
税
か
ら
控
除
さ
れ

住
民
税
か
ら
控
除
さ
れ
ま
す
ま
す
〜
 

所
得
税
か

所
得
税
か
ら
住
宅

ら
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
引

控
除
を
引
き
き
れ
な
か
っ
た
方
へ
 

〜
控
除
控
除
し
き
れ
き
れ
な
か
な
か
っ
た
額
た
額
は
住
民
税
か
ら
控
除
さ
れ

住
民
税
か
ら
控
除
さ
れ
ま
す
ま
す
〜
 

所
得
税
か
ら
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
引
き
き
れ
な
か
っ
た
方
へ
 

〜
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
額
は
住
民
税
か
ら
控
除
さ
れ
ま
す
〜
 

①所得税の確定申告をされない方は、源
　泉徴収票を添付して控除申告書を市区
　町村へ提出してください。 
②所得税の確定申告をされる方は、所得
　税の確定申告書とともに控除申告書を
　税務署へ提出してください。 
※確定申告をされる方、されない方で、
　控除申告書の様式が異なります。 

所得税から控除しきれなかった住宅 
ローン控除額がある方 

税務署 
（対象額確認） 

市区町村 

確定申告を 
される方 
 

確定申告を 
されない方 

①控除申告書 
　を提出 
 

①控除申告書 
　を提出 

控除申告書を転送 

住民税を 
減額 


